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告 示

高知県告示第505号

介護保険法（平成 9 年法律第123号）第41条第 1 項の規定による指定居宅サービス事業者及び同

法第53条第 1項の規定による指定介護予防サービス事業者として、次のとおり指定した。

令和 6年 8月23日

高知県知事　濵田　省司

高知県告示第506号

介護保険法（平成 9年法律第123号）第75条第 2項及び第115条の 5第 2項の規定により、指定居

宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の事業の廃止について、次のとおり届出があっ

た。

介護保険事

業所番号

 3  9  7  1  1 

 0  0  3  7  9 

 3  9  7  1  1 

 0  0  3  8  7 

 3  9  7  0  9 

 0  0  2  5  8 

 3  9  7  2  2 

 0  0  1  8  6 

 3  9  6  0  3 

 9  0  0  6  4 

 3  9  7  2  0 

 0  0  4  8  7 

申請者の

名称

合同会社

 9  0  1 ｆ

ａｃｔｏ

ｒｙ

株式会社

レザレク

ト

有限会社

あさひサ

ービス

合同会社

ゆりかご

あいあー

る合同会

社

合同会社

八十八

申請者の主たる

事務所の所在地

高知市横浜新町

四丁目1903番地

香南市野市町西

野1888番地 4

宿毛市高砂 7番

11号

長岡郡本山町本

山870番 3号

安芸市本町二丁

目 4番 9号

安芸郡芸西村和

食甲1518番地 1

指定年月日

令和 5年10

月 1日

〃

令和 5年11

月16日

令和 5年12

月15日

令和 6年 1

月28日

令和 6年 3

月 1日

事業所の

名称

ヘルパー

ステーシ

ョンｍｏ

ｍｏ

デイサー

ビスセン

ターふじ

かわ

ヘルパー

ステーシ

ョンアラ

イブ

ヘルパー

ステーシ

ョンみる

く

あいあー

る訪問看

護ステー

ション

ヘルパー

ステーシ

ョンここ

事業所の所在地

香南市野市町東

野1939番地　 2

Ｆ

香南市野市町西

野1888番地 4

宿毛市高砂 7番

11号

長岡郡本山町本

山547番 1号

安芸市本町二丁

目 4番 9号

安芸郡芸西村和

食甲1518番地 1

サービス

の種類

訪問介護

通所介護

訪問介護

訪問介護

訪問看護

介護予防

訪問看護

訪問介護
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令和 6年 8月23日

高知県知事　濵田　省司

介護保険事

業所番号

 3  9  7  0  3 

 0  0  3  6  8 

 3  9  7  2  3 

 0  0  0  8  5 

 3  9  7  0  5 

 0  0  2  0  7 

 3  9  7  0  5 

 0  0  4  6  2 

 3  9  7  0  5 

 0  0  4  4  7 

 3  9  7  0  5 

 0  0  7  6  9 

 3  9  7  0  5 

 0  0  8  0  1 

届出者の

名称

株式会社

和ごころ

医療法人

十全会

有限会社

四国総合

介護シス

テム

株式会社

アストロ

株式会社

ＧＲＥＥ

Ｎ

有限会社

空海

株式会社

キッズ

届出者の主たる

事務所の所在地

安芸郡田野町

1915－ 1

土佐郡土佐町田

井1372

土佐市高岡町乙

3234－ 1

土佐市波介48番

地 2

土佐市高岡町乙

33番地

土佐市宇佐町宇

佐3157－ 2

土佐市甲原680

番地 2

廃止年月日

令和 5年 9

月30日

令和 5年10

月31日

令和 5年12

月29日

令和 6年 1

月10日

令和 6年 1

月31日

令和 6年 2

月29日

〃

事業所の

名称

ヘルパー

ステーシ

ョン和ご

ころ

指定訪問

介護事業

所さめう

らヘルパ

ーステー

ション

有限会社

四国総合

介護シス

テム訪問

入浴事業

所

訪問介護

ステーシ

ョンアス

トロ

訪問介護

事業所さ

くらんぼ

訪問介護

サービス

ステーシ

ョン「て

とて」

訪問介護

ステーシ

ョンあい

のて

事業所の所在地

安芸郡田野町

1915－ 1

土佐郡土佐町田

井1372

土佐市高岡町乙

3234－1

土佐市波介48番

地 2

土佐市高岡町乙

33番地

土佐市宇佐町宇

佐3157－ 2

土佐市蓮池1396

－ 2

サービス

の種類

訪問介護

訪問介護

訪問入浴

介護

介護予防

訪問入浴

介護

訪問介護

訪問介護

訪問介護

訪問介護

 3  9  7  2  5 

 0  0  9  0  8 

 3  9  6  0  2 

 9  0  0  2  5 

 3  9  7  0  7 

 0  0  1  2  0 

 3  9  7  1  2 

 0  0  0  1  3 

 3  9  7  2  6 

 0  0  1  8  7 

医療法人

金峰会

株式会社

ゆうあい

医療法人

慈恵会

社会福祉

法人香美

市社会福

祉協議会

有限会社

芝﨑電器

高岡郡越知町越

知甲2041－ 3

室戸市領家349

番地 2

四万十市中村小

姓町75

香美市土佐山田

町262－ 1

幡多郡黒潮町佐

賀840番地

〃

令和 6年 3

月31日

〃

〃

〃

指定訪問

介護事業

所「こで

まり」

訪問看護

ステーシ

ョン奥郷

デイサー

ビスなか

むら

香美市社

協デイサ

ービスセ

ンターび

らふ

有限会社

芝﨑電器

高岡郡越知町越

知甲2036

室戸市元甲1076

四万十市中村小

姓町82－ 1

香美市香北町韮

生野336番地 1

幡多郡黒潮町佐

賀840番地

訪問介護

訪問看護

介護予防

訪問看護

通所介護

通所介護

福祉用具

貸与

高知県告示第507号

健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第130条の 2 第 1 項の規定によ

りなおその効力を有することとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法（平成 9年法律

第123号）第113条の規定に基づき、指定介護療養型医療施設の指定の辞退について、次のとおり届

出があった。

令和 6年 8月23日

高知県知事　濵田　省司

介護保険事

業所番号

 3  9  1  0  8 

 1  0  8  7  2 

 3  9  1  2  5 

 1  1  7  9  1 

 3  9  1  2  5 

 1  1  0  1  5 

届出者の

名称

医療法人

たんぽぽ

清悠会

四万十町

医療法人

山秀会

届出者の主たる

事務所の所在地

土佐清水市天神

町14番18号

高岡郡四万十町

琴平町16－17

高岡郡越知町越

知甲2107番地 1

辞退年月日

令和 6年 2

月29日

令和 6年 3

月 1日

令和 6年 3

月31日

施設の名

称

松谷病院

四万十町

国民健康

保険大正

診療所

山﨑外科

整形外科

病院

施設の所在地

土佐清水市天神

町14番18号

高岡郡四万十町

大正459－ 1

高岡郡越知町越

知甲2107番地 1

サービス

の種類

介護療養

型医療施

設

介護療養

型医療施

設

介護療養

型医療施

設
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 3  9  1  2  4 

 1  0  9  5  2 

いの町 吾川郡いの町

1700－ 1

〃 いの町立

国民健康

保険仁淀

病院

吾川郡いの町

1369

介護療養

型医療施

設

高知県告示第508号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の 2 及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成 6年法律第30号）

第14条第 4項においてその例によるものとされた生活保護法第50

条の 2の規定により、指定医療機関の事業の廃止について次のと

おり届出があった。

令和 6年 8月23日

高知県知事　濵田　省司

医療機関の名称　医 療 機 関 の 所 在 地　廃止年月日

有 藤 薬 局　土佐市宇佐町宇佐467－ 2　　　 令 6・ 5・31

医療法人松本会　室戸市浮津二番町124　　　　　 〃　　 6・30

浮津松本歯科ク　

リニック

山本歯科診療所　四万十市中村山手通31　　　　　〃　　〃　〃

高知県告示第509号

　いの町長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知を令和 6

年 7 月29日に受けたので、測量法（昭和24年法律第188号）第39

条において準用する同法第14条第 3項の規定により告示する。

令和 6年 8月23日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

公共測量（ 3Ｄ都市モデル作成）

2　作業期間

令和 6年 7月29日から令和 7年 3月31日まで

3　作業地域

吾川郡いの町の一部

高知県告示第510号

　高知県農業振興部幡多農業振興センター所長から次のとおり公

共測量を実施する旨の通知を令和 6年 8月 2日に受けたので、測

量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第 3項の規定により告示する。

令和 6年 8月23日

高知県知事　濵田　省司

1　作業種類

公共測量（現地測量、用地測量）

2　作業期間

令和 6年 7月13日から令和 7年 3月20日まで

3　作業地域

四万十市楠島

公　　　　　　　告

都市計画事業を次のとおり施行するので、都市計画法（昭和43

年法律第100号）第66条の規定により公告する。
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令和 6年 8月23日

高知県知事　濵田　省司

1　都市計画事業の種類及び名称

高知広域都市計画道路事業（ 3・ 4・32号朝倉駅針木線及び

3・ 3・ 2号下知伊野線）

2　施行者の名称

高知県

3　事務所の所在地

高知市稲荷町11番26号　高知県高知土木事務所

4　事業地の所在

( 1 )　収用の部分

高知市朝倉字土居屋敷、字土居屋敷ノ東、字田中、字串

田、字横田、字樋ノ本、字土居ノ前、字坂本及び字西ノ宮並

びに曙町二丁目地内

( 2 )　使用の部分

高知市朝倉字坂本地内
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